
千葉県高等学校軽音楽連盟 規約 令和 5年 5月 20日改正 

 

第 1 条 名称及び事務局 

 本連盟は、千葉県高等学校軽音楽連盟と称し（以下、本連盟と略す）、事務局は、委員長・副委員長・事務局長

いずれかの所属する高等学校に置く。 

第 2 条 目 的 

 本連盟は、県内の高等学校生徒による軽音楽活動の健全な向上発展と、相互交流の促進を図ることを目的とす

る。 

第 3 条 事 業 

 本連盟は、前条の目標を達成するため次の事業を行う。 

１ 全国高等学校軽音楽コンテスト千葉大会 

２ 全国高等学校軽音楽コンテストの共催及び役員の派遣 

３ 千葉県高等学校軽音楽新人コンテスト 

４ 合同軽音楽発表会及び参加校軽音楽発表会の後援 

５ その他、高等学校軽音楽活動の振興及び交流に関する事業 

第 4 条 組 織 

 本連盟は、県内高等学校の軽音楽系部活動、同好会及び、高等学校における軽音楽活動に関する教職員をも

って組織する。 

第 5 条 役 員 

 本連盟に、次の役員を置く。 

委員長  1名 副委員長 若干名 委員  若干名 

会計   1名 書記    1名 監事   2名 

事務局長 1名    顧問 若干名 

第 6 条 役員の選出 

 役員の選出は、次の方法による。 

委員長、副委員長、委員、会計、書記、監事、事務局長、顧問は、本連盟で選出する。 

第 7 条 役員の任務 

 役員の任務は、次のとおりとする。 

１ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行する。 

２ 委員は、その部の運営にあたる。  

３ 会計は、本連盟の会計を処理し、本連盟監事により監査を経て、連盟総会において報告する。また、千葉

県高等学校文化連盟事務局に会計報告する。 

４ 監事は、会計を監査し、連盟総会において報告する。 

５ 事務局長は、本連盟の運営に必要な事務にあたる。 

６ 顧問は、本連盟への助言と実行支援を行う。 

第 8 条 役員の任期 

 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

第 9 条 機 関 

 本連盟に次の機関を置く。 

連盟総会 役員会 委員会 事務局 



第 10 条 連盟総会 

 連盟総会は、年に 1 回、5 月に開催し、本連盟の最高議決機関となる。ただし、緊急やむを得ない場合は、臨時

に総会を開くことができる｡総会は次の事項を議決する。 

役員の選出 規約の改廃 事業計画 予算・決算 その他重要事項 

第 11 条 役員会 

 役員会は役員をもって構成し、本連盟の統括に関する事項を審議、執行する。 

第 12 条 委員会 

 委員会は、委員長、副委員長、委員、会計、書記、事務局長をもって構成し、本連盟の一般業務に関する事項を

審議、執行する。 

第 13 条 事務局 

 事務局には、事務局長の他、必要な事務局員を若干名置く。 

第 14 条 会 計 

 本連盟の収支は次のように定める。 

１ 収入 

  １ 大会参加費 

  ２ その他 

２ 支出 

  １ 連盟運営費 

  ２ コンテスト運営費 

  ３ その他 

第 15 条 会計年度 

 本連盟の会計年度は、毎年 4月 1日に始まり翌年 3月 31日に終わる。 

第 16 条 規約の改正 

 本規約の改正は、連盟総会にて行う。 

 

附 則 

 本規約の施行についての必要な事項に関する内規、細則等は別に定める。 

 本規約は、平成 28年 5月 14日から施行する。 

附 則 

本規約は、令和 5年 5月 20日から施行する。 


